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 財 関 第 7 2 0 号 

                             平成18年6月14日 

 

 （各） 税関長 殿 

沖縄地区税関長 殿 

 

                                       関税局長  竹 内  洋 

 

 

 

関税定率法基本通達の一部改正について 

  

 

 標記のことについて、下記のとおり改正したので、了知の上、貴関職員及び関係

者に周知徹底されたい。 

 

記 

 

関税定率法基本通達（昭和 47 年 3 月 1 日蔵関第 101 号）の一部を次のように改

正する。 

１．４－13 の(3)のニ中「目的となつている」を「対象を含んでいる」に改める。 

２．４－13 の(4)中「をいい、例えば、次のような対価がこれに該当する」を

「をいう。例えば、次のような対価が「輸入取引の条件」として支払われる場

合があることに留意する」に改める。 

３．４－13 の(4)のイ中「特許権等の所有者」を「特許権者等（特許権者、実用

新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者及び著作隣接権者並びに特別の技術

による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるも

のを有する者をいう。以下この項において同じ。）」に、「当該輸入貨物を購入

するために支払うことを要する」を「当該売手に対して支払う」に改める。 

４．４－13 の(4)のロからホまでを次のように改める 

ロ 輸入貨物に係る特許権者等が売手及び買手以外の第三者である場合に

おいて、当該売手と当該買手との取決めにより当該買手が当該特許者権

等に対して支払う当該特許権等の使用に伴う対価 

ハ 輸入貨物に係る特許権者等が売手と特殊関係にある場合において、買

手が当該特許権者等に対して支払う当該特許権等の使用に伴う対価 

ニ 売手が輸入貨物に係る特許権者等の下請会社である場合において、買

手が当該特許権者等に対して支払う当該特許権等の使用に伴う対価 

ホ 売手が輸入貨物に係る特許権者からその特許権についての専用実施権
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の許諾を受けている場合において、当該売手が買手に対して当該特許権

についての通常実施権を許諾したときに、当該買手が当該売手に対して

支払う当該特許権の使用に伴う対価 

５．４－13 の(4)に次のように加える。 

ヘ 買手が輸入貨物に係る特許権者からその特許権についての専用実施権

の許諾を受けている場合において、当該買手が売手に対して当該特許権

についての通常実施権を許諾したときに、当該買手が当該特許権者に対

して支払う当該特許権の使用に伴う対価 

６．４－13 の(5)を次のように改める。 

(5) 「輸入貨物を本邦において複製する権利」（以下「複製する権利」と

いう。）とは、輸入貨物を本邦において物理的に複製する権利その他の

輸入貨物に化体され又は表現されている考案、創作等を本邦において

複製する権利をいい、例えば、次に掲げる権利がこれに該当する。 

なお、複製する権利の取扱いに際しては、複製することが複製する

権利の対象であること、複製する権利が売買契約その他契約で買手に

付与されていること及び複製する権利を有する者（当該者から再許諾

権を付与された者を含む）が複製する権利の対価の支払を要求してい

ることについて確認すべきことに留意する。 

イ 特許発明が実施されている機械が輸入された場合において、これ

と同じものを本邦において製造する権利 

ロ 特許発明が実施されている遺伝子操作により生み出された昆虫種

が輸入された場合において、当該昆虫種を本邦において繁殖させる

権利 

ハ 特許発明が実施されている細菌株であってワクチン製造に使用す

るものが輸入された場合において、当該細菌株を本邦において純粋

培養する権利 

ニ 意匠が実施されているおもちゃの原型が輸入された場合において、

当該原型を使用して、同じものを本邦において製造する権利 

ホ 著作権の対象である写真が輸入された場合において、当該写真を

使用した写真集を作成するため、当該写真を本邦において印刷する

権利 

ヘ 著作権の対象である音楽が編集された録音テープが輸入された場

合において、当該録音テープを本邦においてダビングする権利 

ト 回路基盤を効率的に利用するため開発された、回路配置利用権の

対象である回路図が輸入された場合において、当該回路図を利用し

て、回路基盤を本邦において作成する権利 

チ 意匠が実施されている新型自動車の縮小モデルが輸入された場合

において、当該縮小モデルを使用して、当該意匠が実施されている
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自動車を本邦において製造する権利 

リ 意匠が実施されている彫像の原型が輸入された場合において、当

該原型を使用して、当該意匠が実施されている小売販売用の彫像ミ

ニチュアを本邦において製造する権利 

ヌ 意匠（衣服デザイン）が実施されている型紙又はトワルが輸入さ

れた場合において、当該型紙又はトワルを使用して、当該意匠が実

施されている衣類を本邦において製造する権利 

ル 著作権の対象である漫画キャラクタが描かれたセル画が輸入され

た場合において、当該セル画を使用して、漫画キャラクタを本邦に

おいてポストカードに付す権利 

ヲ 著作権の対象である小説の原稿が輸入された場合において、当該

原稿を使用して、当該小説を本邦において書籍化する権利 

ワ 著作権の対象である映画が収録されたフィルムが輸入された場合

において、当該フィルムを使用して、当該映画を本邦において上映

する権利 


